
詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。

扶養者＊1が保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からそ
の日を含めて180日以内に死亡または重度後遺障害が生じ、保険の対象となる方が扶養
者に扶養されなくなったことにより、支払対象期間＊2中に進学費用＊3を負担した場合
▶支払対象期間を通じて進学費用保険金額を限度として、負担した進学費用の実額をお
支払いします。

（重度後遺障害の例）
●両目が失明したもの
●咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
●神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     等
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金
が差し引かれることがあります。
※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約さ
れているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を
十分ご確認ください。

＊1 加入依頼書等に「被保険者の扶養者」として記載された方をいいます。
＊2 扶養者が扶養不能状態となった日の翌日から、契約により取り決めた学業費用支払終期まで

の期間をいいます。
＊3 進学する学校＊4からの指示に基づいて学校＊4に納付する費用のうち学資費用以外の費用

（入学金、納付が義務付けられている寄付金等）をいいます。
＊4 学校教育法に基づく学校、児童福祉法に定める保育所および外国大学日本校をいいます。


